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食
育
推
進
計
画

策
定
委
員
を

公
募
し
ま
す

　

町
で
は
、
食
に
関
す
る
知
識
や
食

を
選
択
す
る
力
を
身
に
つ
け
、
健
全

な
食
生
活
を
実
践
す
る
こ
と
が
で
き

る
人
を
育
て
る
「
食
育
」
を
推
進
す

る
た
め
、
平
成
21
年
度
ま
で
に
「
食

育
推
進
計
画
」
を
策
定
し
ま
す
。

　

こ
の
計
画
を
策
定
す
る
に
あ
た

り
、
広
く
町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
意

見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
策
定
委
員

を
募
集
し
ま
す
。

◆
募
集
期
間

　

10
月
15
日（
水
）〜
10
月
30
日（
木
）

◆
対
象

　

①
本
町
に
引
き
続
き
1
年
以
上
居

住
し
て
い
る
方
で
、
申
し
込
み
時
の

年
齢
が
満
20
歳
以
上
の
方

　

②
会
議
（
年
数
回
程
度
、
平
日
夜

開
催
）
に
出
席
で
き
る
方

◆
募
集
人
数

　

2
人

◆
任
期

　

計
画
策
定
ま
で  

（
20
、
21
年
度

   

の
予
定
）

◆
報
酬
な
ど

　

規
定
の
報
酬

◆
応
募
方
法

　

公
募
申
請
書
（
役
場
本
庁
お
よ
び

各
支
所
の
窓
口
に
設
置
、
ま
た
は
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）
に
記
入
し
、
申
込
先
に
持
参
ま

た
は
郵
送

◆
選
考
方
法

　

応
募
多
数
の
場
合
は
、
申
し
込
み

理
由
を
勘
案
の
う
え
選
定
し
ま
す

◆
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

〒
６
８
９
‐
３
２
１
１

　

大
山
町
御
来
屋
４
６
７

　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
な
わ
内

　

福
祉
保
健
課　

栄
養
士

　

☎
０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
０
７

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

（
住
基
カ
ー
ド
）
を

　

ご
存
知
で
す
か

　

大
山
町
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録

が
あ
る
方
で
、
希
望
さ
れ
る
す
べ
て

の
方
に
有
料
で
住
基
カ
ー
ド
を
発
行

し
ま
す
。
種
類
は
、「
写
真
付
き
」

と
「
写
真
な
し
」
の
2
種
類
で
い
ず

れ
か
選
択
が
で
き
ま
す
。

　

特
に
、写
真
付
き
住
基
カ
ー
ド
は
、

運
転
免
許
証
な
ど
と
同
様
に
、
公
的

な
身
分
証
明
書
と
し
て
利
用
で
き
ま

す
。（
運
転
免
許
証
を
お
持
ち
で
な

い
方
に
お
す
す
め
で
す
）

　

ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
っ

て
税
金
に
関
す
る
申
請
・
届
出
・
申

告
な
ど
の
行
政
手
続
き
も
で
き
ま
す

が
、
別
に
公
的
個
人
認
証
の
申
請
が

必
要
と
な
り
ま
す
。（
交
付
手
数
料

５
０
０
円
）

　

そ
の
ほ
か
に
も
住
民
票
の
広
域
交

付
（
※
１
）、転
入
・
転
出
の
特
例
（
※

２
）
な
ど
に
利
用
で
き
ま
す
。

　

手
続
き
は
、
役
場
住
民
生
活
課
ま

た
は
、
各
支
所
総
合
窓
口
課
で
申
請

と
受
け
取
り
が
で
き
ま
す
。
有
効
期

間
は
、
10
年
間
で
す
。

　

住
基
カ
ー
ド
は
、２
週
間
後
に
、

本
人
が
申
請
さ
れ
た
場
所
で
受
け

取
っ
て
く
だ
さ
い
。
印
鑑
と
交
付

手
数
料
５
０
０
円
と
本
人
確
認
が

で
き
る
も
の
が
必
要
で
す
。

◆問い合わせ先

　本庁住民生活課

　☎ 0859-54-5210　

　中山支所総合窓口課

　☎ 0858-58-6114

　大山支所総合窓口課

　☎ 0859-53-3311

　

※１  全国の区市町村窓口で本人および同世帯の方の住民票の写し（本籍省略）が取得できます。

※２  住基カードを所有されている世帯主またはご本人が、あらかじめ郵送などで「付記転出届」　　    

　　 を送り、転入地の窓口に住基カードを提示することによって、転入手続きが簡略化されます。

○○町 ○○町

○○町○○１番地
住基　花子

○○町役場市民課　

住基　花子

0000 年 00 月 00 日まで有効

昭和＊年＊月＊日 性別 女
0000 年 00 月 00 日まで有効

○○町役場市民課　


